
令和 5年 5 月 23 日 

関西電力株式会社 

 
 

令和５年度第１回 岐阜県殿と関西電力の平常時の情報交換会用資料 

 

１．原子力発電所の建設工事の進捗状況 

２．原子力発電所の保守運営の状況 

３．環境放射能測定調査の状況 

４．原子炉施設の定期点検の実施計画及び実施結果 

５．発電所の安全確保に関し、国の指示に基づき報告した事項 

６．その他 

美浜・大飯・高浜発電所の最近の状況について 

 



１． 発電所建設工事の進捗状況 

 発電所の建設工事なし 

 

２． 発電所の保守運営の状況 

（１） 運転状況（２０２３年５月２日現在） 
 

発 電 所 
電気出力

（kW） 
運 転 状 況 備  考 

美
浜
発
電
所 

３号機 82.6 万 運転中  

高 

浜 

発

電

所 

１号機 82.6 万 
第 27 回 定期検査中 
2011 年 1 月 10 日～未定※ 

 

２号機 82.6 万 
第 27 回 定期検査中 
2011 年 11 月 25 日～未定※ 

 

３号機 87.0 万 運転中  

４号機 87.0 万 運転中  

大
飯
発
電
所 

３号機 118.0 万 運転中  

４号機 118.0 万 運転中  

※電線管の火災防護（系統分離）対策の審査等の状況を踏まえ、再稼動時期が高浜発電所１号機は２０２３
年６月３日から、高浜発電所２号機は２０２３年７月１５日から遅れる見通し 
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＜新規制基準適合性審査に係る申請を行ったプラント＞（２０２３年５月２日現在） 
 １．重大事故等対処施設 

発電所名 申請 申請日 補正日 許認可日 

大飯 

３、４号機 

原子炉設置変更許可申請 2013. 7. 8 

2016. 5.18 
2016.11.18 
2017. 2. 3 
2017. 4.24 

2017. 5.24 

工事計画認可申請 
2013. 7. 8 

  2013. 8. 5※１ 

2016.12. 1 
2017. 4.26 
2017. 6.26 
2017. 7.18 
2017. 8.15 

2017. 8.25 

保安規定変更認可申請 2013. 7. 8 
2016.12. 1 
2017. 8.25 

2017. 9. 1 

使用前検査申請 

3号機:2017. 8.28 
(開始:2017.9.11) 
4号機:2017. 8.28 
(開始:2017.9.14) 

2017.11.30 
3号機:2018. 4.10 
4号機:2018. 6. 5 

高浜 

３、４号機 

原子炉設置変更許可申請 2013. 7. 8 
2014.10.31 
2014.12. 1 
2015. 1.28 

2015. 2.12 

工事計画認可申請 
2013. 7. 8 

  2013. 8. 5※１ 

2015. 2. 2 
2015. 4.15 

 2015. 7.16※２ 
 2015. 7.28※２ 
 2015. 9.29※３ 

3号機:2015. 8. 4 
4号機:2015.10. 9 

保安規定変更認可申請 2013. 7. 8 
2015. 6.19 
2015. 9.29 

2015.10. 9 

使用前検査申請 

3号機:2015. 8. 5 
(開始:2015. 8.17) 
4号機:2015.10.14 
(開始:2015.10.21) 

3号機:2015.10.14※４ 

3号機:2015.11.25 
4号機:2015.11.25 
3号機:2016. 2. 8 

3号機:2016. 2.26 
4号機:2017. 6.16 

美浜３号機 

原子炉設置変更許可申請 2015. 3.17 
2016. 5.31 
2016. 6.23 

2016.10. 5 

工事計画認可申請 2015.11.26 

2016. 2.29 
2016. 5.31 
2016. 8.26 
2016.10. 7 

2016.10.26 

保安規定変更認可申請 2015. 3.17 2019. 7.31 2020. 2.27 

使用前検査申請 
2017.12.15 

(開始:2018. 1.15) 

2019. 2. 6 
2020. 4. 7 
2020．8.21 
2021. 1.25 
2021. 5.12 
2021. 5.21 

2021. 7.27 

高浜 

１、２号機 

原子炉設置変更許可申請 
（高浜１～４号機） 

2015. 3.17 
2016. 1.22 
2016. 2.10 
2016. 4.12 

2016. 4.20 

工事計画認可申請 2015. 7. 3 

2015.11.16 
2016. 1.22 
2016. 2.29 
2016. 4.27 
2016. 5.27 

2016. 6.10 

保安規定変更認可申請 2019. 7.31 - 2021. 2.15 

使用前検査申請 
2016.10. 7 

(開始:2016.11.14) 

1、2号機:2019. 2. 6 
1、2号機:2020. 4. 7 
1号機   :2020．8.21 
1号機   :2021．2.25 
2号機  :2021. 4.30 
1、2号機:2021. 8. 2 
1、2号機:2022. 2.28 
1、2号機:2022. 3.15 
1、2号機:2022. 7. 1 

- 

※１：高浜発電所３、４号機では2015.2.2の補正書に、大飯発電所３、４号機では2016.12.1の補正書
に、2013.8.5の申請内容を含めたため、2013.8.5の申請を取り下げ。 

※２：高浜発電所３号機および共用設備のうち３号機に分類した設備について補正書を提出。 
※３：高浜発電所４号機および共用設備のうち４号機に分類した設備について補正書を提出。 
※４：高浜発電所４号機の共用設備の使用前検査時期を高浜発電所３号機の使用前検査工程に反映した

記載内容の変更。 
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２．特定重大事故等対処施設 

発電所名 申請 申請日 補正日 許認可日 

高浜 

３、４号機 

原子炉設置変更許可申請 2014.12.25 
2016. 6. 3 
2016. 7.12 

2016. 9.21 

工事計画認可申請 2017. 4.26 

2018.12.21 
2019. 4.26 
2019. 7.17 
2019. 7.30 

2019. 8. 7 

保安規定変更認可申請 2020. 4.17 
2020. 9. 8 
2020. 9.17 
2020. 9.28 

2020.10. 7 

使用前検査申請 2019. 8.13 

2019. 8.30 
2020. 2. 3 
2020. 2.27 
2020. 3.24 
2020. 4. 7 
2020. 4.23 
2020.12. 4 
2021. 3. 5 

3号機:2020.12.11 
4号機:2021. 3.25 

高浜 

１、２号機 

原子炉設置変更許可申請 
（高浜１～４号機） 

2016.12.22 
2017. 4.26 
2017.12.15 

2018. 3. 7 

工事計画認可申請 

(第1回)2018. 3. 8 

(第1回)2018.10. 5 
(第1回)2019. 2.19 
(第1回)2019. 3.20 
(第1回)2019. 4. 9 
(第1回)2019. 4.19 

(第1回)2019. 4.25 

(第2回)2018.11.16 
(第2回)2019. 5.31 
(第2回)2019. 8. 2 
(第2回)2019. 8.21 

(第2回)2019 .9.13 

(第3回)2019. 3.15 
(第3回)2019. 8. 2 
(第3回)2019. 9.27 

(第3回)2019.10.24 

(第4回)2019. 5.31 
(第4回)2019.12.25 
(第4回)2020. 2.13 

(第4回)2020. 2.20 

保安規定変更認可申請 2022. 5.23 2022.12. 2 2023.1.13 

使用前検査申請 

(第1回)2019. 7. 9 2020. 3.24 
2020.12. 4 
2021. 4.22 
2021. 8. 2 
2022. 3.15 
2022. 4.15 
2022. 7. 1 

- 

(第2回)2019.10.17 
(第3回)2019.11.12 

(第4回)2020. 2.27 

美浜３号機 

原子炉設置変更許可申請 2018. 4.20 
2020. 4. 1 
2020. 5.22 

2020. 7. 8 

工事計画認可申請※１ 2020. 7.10 
2021. 3.24 
2021. 3.31 

2021. 4. 6 

保安規定変更認可申請 2021. 9.17 
2022. 2.24 
2022. 3.24 

2022. 3.25 

使用前検査申請※２ 2021. 4. 7 

2021. 5.12 
2021. 7. 5 
2021. 8. 2 
2022. 2. 7 
2022. 3.15 
2022. 6.17 
2022. 7. 1 

2022. 7.28 

大飯 

３、４号機 

原子炉設置変更許可申請 2019. 3. 8 
2019.12.26 
2020. 2. 5 

2020. 2.26 

工事計画認可申請※１ 
(第1回)2020. 3. 6 

(第1回)2020. 4.14 
(第1回)2020.12.14 

(第1回)2020.12.22 

(第2回)2020. 8.26 
(第2回)2021. 4.30 
(第2回)2021. 8.13 

(第2回)2021. 8.24 

保安規定変更認可申請 2021. 9.17 2022. 2.24 2022. 3.24 

使用前検査申請※２ 

3号機 :(第1回)2021. 1. 8 
4号機 :(第1回)2021. 5.12 

3号機 :(第1回)2021. 4.28 
3､4号機:(第1回)2021. 6.29 
3号機 :(第1回)2021. 8. 2 

4号機:2022. 8.10 

3､4号機:(第2回)2021. 9. 3 

3､4号機:(第2回)2022. 1.27 
3､4号機:(第2回)2022. 2. 7 
3､4号機:(第2回)2022. 3.15 

4号機:(第2回)2022. 5.30 
3､4号機:(第2回)2022. 7. 1 

3号機:(第2回)2022.10,17 

4号機:2022. 8.10 

※１：2020.4.1以降は関係法令等の改正（新検査制度導入）により「設計及び工事計画認可申請」として申請 
※２：2020.4.1以降は関係法令等の改正（新検査制度導入）により「使用前確認申請」として申請 
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＜運転期間の延長に係る申請を実施中のプラント＞（２０２３年５月２日現在） 

発電所名 申請 申請日 

高浜 

３、４号機 

運転期間延長認可申請（運転期間６０年）※ 2023.4.25 

保安規定変更認可申請（高経年化技術評価など） 2023.4.25 

※ 原子炉等規制法において、運転期間は４０年とされているが、その満了に際し、原子力規制委員会の
認可を受けることで、１回に限り２０年を上限として延長が可能とされている 

 

 
３．廃止措置の状況（２０２３年５月２日現在） 

発電所名 廃 止 措 置 の 状 況 

美浜１号機 
・２次系設備の解体撤去作業中（2018.4.2 ～） 
・原子炉周辺設備の解体撤去作業中（2022.10.24～） 

美浜２号機 
・２次系設備の解体撤去作業中（2018.3.12 ～） 
・原子炉周辺設備の解体撤去作業中（2022.10.24～） 

大飯１号機 
・２次系設備の解体撤去作業中（2020.4.1 ～） 
・第２回 定期事業者検査中※（2022.7.6～未定） 
・残存放射能調査作業中（2022.8.1 ～） 

大飯２号機 
・２次系設備の解体撤去作業中（2020.4.1 ～） 
・残存放射能調査作業中（2022.7.15 ～） 

   ※放射性廃棄物の廃棄設備である廃樹脂処理装置の検査の中で取り替えることとした部品の製造に時間を 
要しているため 
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（２）2022年度 設備運転実績（プラント別） 

項目 
 

プラント 

発電時間 

（時間） 

発電電力量 

（億ｋＷｈ） 

時間稼働率 

（％） 

設備利用率 

（％） 

定格熱出力一定運
転による電気出力
の増減分※１（％） 

美 

浜 

発 

電 

所 

３号機 5,067.7 43.6 57.9 60.3 2.9 

高 

浜 

発 

電 

所 

１号機 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

２号機 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

３号機 5,959.0 54.3 68.0 71.3 3.6 

４号機 3,834.4 34.9 43.8 45.9 2.7 

大 

飯 

発 

電 

所 

３号機 5,942.8 71.9 67.8 69.6 2.1 

４号機 6,175.0 74.5 70.5 72.1 2.0 

 26,978.9 279.3 44.0 48.5 1.9 

合 計 平  均 

※１：設備利用率に含まれる値 

注 ：発電電力量は切り捨て、その他は四捨五入。合計・平均は、切り捨てまたは四捨五入により一致

しないことがある 
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（３）新燃料集合体他輸送実績（2023年 1月～ 2023年 4月の期間発生分） 

① 新燃料集合体輸送実績 

なし 

 

② 使用済燃料集合体輸送実績 

なし 

 

③ 低レベル放射性固体廃棄物輸送実績 

発電所 輸送本数 入港日／出港日 搬出先 

美浜発電所 424本 

充填固化体 424本 

3月5日/3月6日 

日本原燃（株）六ケ所低レベル

放射性廃棄物埋設センター 
高浜発電所 1,520本 

均質固化体 320本 

充填固化体 1,200本 

3月14日/3月19日 
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（４）異常事象等について（2023年 1月～2023年 4月の期間） 

① 法律※１に基づく報告事象※２ ［合計 1件］ 
発電所名 高浜発電所４号機 発 生 日 ２０２３年１月３０日 

件  名 
高浜発電所４号機の原子炉自動停止について 

（「ＰＲ中性子束急減トリップ」警報発信に係る原子炉施設故障等報告書の提出） 

事象概要 
および 
対策等 

高浜発電所４号機（加圧水型軽水炉）は、定格熱出力一定運転中、１月３０日１５時
２１分、「ＰＲ中性子束急減トリップ」の警報※１が発信し、原子炉が自動停止しました。 
警報発信の要因として、制御棒の挿入、炉心状態の急変もしくは中性子検出器の不具

合などが考えられるため、事象発生前後のプラントパラメータの調査や中性子検出器、
制御棒駆動装置の点検等を実施しました。 
その結果、プラントパラメータや検出器に異常はなく、制御棒が実際に挿入されたこ

とにより、検出器の指示値が大きく低下し、警報発信に至った可能性があると推定しま
した。 
その後、調査の過程で、制御棒駆動装置の点検として制御棒（４８本）の引き抜き、

挿入操作※２を行いましたが、動作性に異常は認められませんでした。このため、詳細点
検として、制御棒駆動装置制御盤の構成部品を工場で調査するとともに、制御棒駆動装
置制御盤を通電した状態での各部（制御回路や各ケーブル）の電流値の連続測定（モニ
タリング）等を行い、データの解析等を実施することとしました。 
なお、環境への放射能の影響はありません。 
 

※１ 原子炉の周囲には、運転中の中性子を測定する検出器が４つ設置されている。中性子検出に異常があっ
た場合、警報が発信する。 

※２ 制御棒は、上部で制御棒駆動軸と連結されており、駆動軸を動作させるために可動用と保持用のラッ
チ（爪）があり、ラッチにはコイルが取り付けられており、このコイルに通電することでラッチが駆
動軸をつかむ状態となる。 

 
当社は、調査結果や原因と対策を取りまとめ、３月７日、原子力規制委員会に原子炉

施設故障等報告書を提出しました。 
  

１．警報発信の要因に係る調査結果 
（１）プラントパラメータ等の確認結果 

２０２２年１２月１日に第２４回定期検査を終了し、１月３０日に原子炉が自動
停止するまで定格熱出力一定運転を継続していました。この間の１次冷却材系統の
温度、圧力などプラントパラメータの履歴等を確認した結果、異常はありませんでし
た。 
また、警報発信の要因として、１次冷却材系統のほう素濃度の過度の濃縮や主給

水、主蒸気流量の異常急減などが考えられることから、それらのパラメータの履歴
等を調査した結果、異常はありませんでした。 
その他、当直員および保修課員に聞き取りを行った結果、警報発信前に関連する

運転操作等は行っていないことを確認しました。 
 

 
（２）中性子検出器等の点検結果 

中性子検出器４つのうち、２つ以上の検出器の中性子束指示が低下すると警報が
発信します。警報発信の要因として、中性子検出器の不具合も考えられるため、４
つの中性子検出器を点検した結果、異常はありませんでした。 
また、警報発信時の指示値を確認した結果、制御棒が実際に挿入されたことによ

り、４つのうち２つの中性子検出器の指示値が大きく低下し、警報発信に至った可
能性があることを確認しました。 
その他、誤信号の検出の有無について確認するため、原子炉安全保護盤、原子炉

保護系計器ラック※３の健全性を確認した結果、異常はありませんでした。 
 
※３ 原子炉トリップ信号によって、原子炉の自動停止を行う設備。 
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（３）制御棒駆動装置の点検作業実績等 
「ＰＲ中性子束急減トリップ」警報が発信する前の１月２５日、２９日に「ＣＲ

ＤＭ重故障」の警報※４が発信したため、制御棒駆動装置制御盤の点検を行いました
が、制御棒駆動部のコイルに供給する電流値に異常は認められませんでした。 
１月３０日０時１２分に再度、「ＣＲＤＭ重故障」警報が発信したため、コイル

に供給する電流値を測定したところ、１本の制御棒（Ｄ６）の可動ラッチのコイル
に供給する電流値が通常よりも低いことを確認しました。 
このため、制御棒駆動装置の制御盤内の詳細点検を行うこととし、異常を確認し

た１本（Ｄ６）を含む４本の制御棒（Ｄ６、Ｆ１２、Ｍ１０、Ｋ４）※５について、
保持ラッチのコイルの通電を継続し、制御棒を保持した状態で、同日１５時１８分
に、可動ラッチのコイルの主電源を切り、１５時２１分に、制御電源を切りました。 

その後、「ＰＲ中性子束急減トリップ」警報が発信し、原子炉が自動停止しまし
た。 

 
※４ ＣＲＤＭ（制御棒駆動装置）重故障警報は制御棒を電磁力で保持している保持コイルおよび可動

コイルのうち、いずれかまたは両方で電流の異常（低下）を検知するなど、駆動装置の不調を検
知した場合に発信する。 

※５ 電流制御装置により、制御棒は４本単位で制御している。 

 
２．制御棒駆動装置の詳細点検結果 

 制御棒駆動装置の駆動部については、毎月１回、制御棒作動試験を実施しており、
至近の試験（２０２３年１月１７日）で異常は認められておらず、調査の過程でも制
御棒の引き抜き、挿入操作を行い動作性に異常はないことなどから駆動部の機械的要
因によるものではないことを確認しました。 
このため、保持ラッチのコイルへの通電により、制御棒が原子炉上部で保持されて

いたにも関わらず、原子炉内に挿入された可能性が高いことから、制御棒駆動装置の
電気的な故障によるものと推定しました。 
その後、２月１日、「ＰＲ中性子束急減トリップ」警報発信前に実施していた操作

（保持ラッチのコイルの通電を継続し、制御棒を保持した状態で、可動ラッチのコイ
ルの主電源を切とした状態）の再現性確認試験を実施しましたが、制御棒の挿入等の
異常は認められなかったことから、制御棒駆動装置制御盤を通電した状態での各部
（制御回路や各ケーブル）の電流値の連続測定（モニタリング）等を行い、データの
解析等を実施しました。 
 
（１）制御棒駆動装置制御盤の構成部品の工場調査 

制御棒駆動装置制御盤の構成部品（ダイオード、ヒューズ等）について、電流の
入出力試験等を実施した結果、異常は認められませんでした。 

 
（２）制御棒駆動装置制御盤から制御棒駆動部（コイル）までの点検 

制御棒駆動装置制御盤の構成部品を予備品に取り替え、健全性を確認した後、
当該制御盤に通電した状態で、当該制御盤からコイルまでの電流値の連続測定（モ
ニタリング）を行っていたところ、２月１２日、「ＣＲＤＭ重故障」警報が発信
し、４本の制御棒（Ｄ６、Ｆ１２、Ｍ１０、Ｋ４）のうち、１本の制御棒（Ｄ６）
の可動ラッチのコイルに供給する電流値が通常よりも低いことを確認しました。 

 

これらのことから、「ＣＲＤＭ重故障」警報発信の原因は、制御盤の出口からコ
イルまでの電気回路にあると推定しました。その後、制御盤を切り離した上で、
制御盤の出口からコイルまでの 電気回路の電流値のモニタリングを継続してい
たところ、３本の制御棒（Ｄ６、Ｍ１０、Ｋ４）に繋がる電気ケーブル※６４本（Ｄ
６の可動ラッチコイル用、Ｍ１０の可動および保持ラッチコイル用、Ｋ４の保持
ラッチコイル用）の電流波形に一時的な電流の低下が認められました。その一時
的な電流低下が発生した箇所は、原子炉格納容器貫通部の端子箱の間であること
を確認しました。 

なお、原子炉格納容器貫通部の端子箱の間の区間以外の設備や他の制御棒の４
５本については、２月２０日から電流値のモニタリングを実施していますが、異
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常は認められていません。 
 
※６ 制御棒１本に対して電気ケーブル６本が接続されており、３本の制御棒（Ｄ６、Ｍ１０、Ｋ４）

で計１８本ある。 

  
（３）原子炉格納容器貫通部の端子箱間の点検 
   端子箱の内部を点検した結果、原子炉格納容器貫通部出口（格納容器内側）と

端子台の間の貫通部出口側電気ケーブル上にコイル側へ向かう電気ケーブル（コ
イル側電気ケーブル）束が覆いかぶさっていることを確認しました。 
さらに、詳細に調査した結果、３本の制御棒（Ｄ６、Ｍ１０、Ｋ４）に繋がる貫

通部出口側電気ケーブルのうち、３本（Ｄ６の可動ラッチコイル用、Ｍ１０の保
持ラッチコイル用、Ｋ４の保持ラッチコイル用）は、覆いかぶさったコイル側電
気ケーブル束と接しており、その荷重を受けやすい状況となっていました。 
また、貫通部出口側電気ケーブルの抵抗値を測定した結果、４本の電気ケーブ

ルの抵抗値※７が高いことを確認しました。 
これらのことから、貫通部出口側電気ケーブルが、コイル側電気ケーブル束の

荷重を受けることで、原子炉格納容器貫通部内から引き抜かれる方向に力が働き、
貫通部内の接続部において接触不良が発生したものと推定しました。 
なお、他の原子炉格納容器貫通部の端子箱の内部点検を実施した結果、ケーブ

ル束が覆いかぶさっていないことを確認しました。 
 
※７ 抵抗値が高くなると電流値が低下する。 

 
３．挿入された制御棒の特定に係る調査結果 

原子炉周囲には、円周上に４つの中性子検出器が等間隔（９０度毎）で配置されて
います。「ＰＲ中性子束急減トリップ」警報発信前の中性子検出器の指示値の動きを
確認したところ、まず、１つの検出器（Ｎ４４）が反応し、他の３つの検出器の指示
値に比べて大きく低下していることを確認しました。 
これらのことから、検出器（Ｎ４４）近傍の制御棒が挿入された可能性が高いと推

定しました。 
また、「ＣＲＤＭ重故障」警報発信の原因と推定される制御棒４本（Ｄ６、Ｆ１２、

Ｍ１０、Ｋ４）を対象に、制御棒挿入に伴う中性子検出器の指示値の解析（シミュレー
ション）を実施した結果、制御棒１本（Ｍ１０）が挿入された場合、今回と同様の傾
向を示すことを確認しました。 
このため、「ＰＲ中性子束急減トリップ」警報発信直前に制御棒１本（Ｍ１０）が

挿入されたものと推定しました。 
 

４．その他 
今回の原子炉自動停止事象に係る原因調査の中で、２月５日に制御棒駆動装置制御

盤の一部の電源を｢切｣状態から｢入｣に切り替えたところ、本来作動すべき制御棒とは
別の２本（作動すべき制御棒と同じ制御盤から通電され、電源｢入｣の状態）が部分挿
入し、その後の追加試験でも再発しましたが、本事象は、制御棒駆動装置の制御盤の
主電源を入れた際に、ラッチコイルの電流が瞬間的に喪失することで発生する事象で
あり、設備の異常ではないこと、また、今回の原子炉停止事象とは関連がないことを
確認しました。 

 
５．推定原因 

原子炉が自動停止した「ＰＲ中性子束急減トリップ」警報発信の原因は、点検のた
めに可動ラッチのコイルの電源を切り、保持ラッチのみで制御棒を保持していたとこ
ろ、原子炉格納容器貫通部内で接続している電気ケーブルに接触不良が発生したこと
により、制御棒駆動部のコイルに供給する電流値が低下し、保持ラッチが開放され、
制御棒１本（Ｍ１０）が挿入されたためと推定しました。 
その結果、中性子検出器の指示値が中性子急減トリップの設定値に至ったため、原

子炉が自動停止したものと推定しました。 
また、電気ケーブルの接触不良の原因は、原子炉格納容器貫通部出口（格納容器内
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側）と端子台の間において、貫通部出口側電気ケーブルに、コイル側電気ケーブルが
覆いかぶさっていたことにより、原子炉格納容器貫通部内から引き抜かれる方向に力
が働いていたためと推定しました。 
 

６．対策 
・３本の制御棒（Ｄ６、Ｍ１０、Ｋ４）の原子炉格納容器貫通部の端子箱（原子炉格
納容器外側）から同貫通部の端子箱（原子炉格納容器内側）までの電路について、
電流低下が認められた電気ケーブルを介さずに、予備用として敷設されている他の
原子炉格納容器貫通部のルートに変更しました。 

・今回の事象を踏まえ、原子炉格納容器貫通部のケーブルに関する点検・保守方法や、
ケーブル敷設時の注意事項を社内マニュアルに反映しました。 

 
対策が完了したことから、３月２４日に原子炉を起動し、３月２５日に発電を再開しまし

た。 
 

以 上 
 

※1：「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（原子炉等規制法）」及び「電気関係報告規則

（電気事業法）」 

※2：「法律に基づく報告事象」は、「安全協定に基づく異常時報告事象」にも該当する 
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② 安全協定に基づく異常時報告事象  

なし 

 

③ 保全品質情報等※3 ［合計 4件］ 

 

発電所名 美浜発電所３号機 発 生 日 ２０２３年１月２日 

件  名 美浜発電所３号機の運転上の制限の逸脱について   

事象概要 
および 
対策等 

 

美浜発電所３号機（定格熱出力一定運転中）は、１月２日０時５８分に７７ｋＶ受電
保護リレー動作の警報※１が発信し、予備変圧器のしゃ断器が開放しました。予備変圧器
を経由した外部からの受電ができない状態となったため、０時５８分に保安規定の運転
上の制限※２を満足していない状態にあると判断しました。 
 原因は、送電線の一部で停電が発生したことによるものです。その後、送電線が復旧
して予備変圧器に異常がないことを確認したことから、しゃ断器を投入し、１時３６分
に保安規定の運転上の制限を満足する状態に復帰しました。 
 本事象による環境への放射能の影響はありません。 
 
※１：過大な電流など送電線の異常から予備変圧器を保護するために働く安全装置が動作したこと示す警報。 
※２：運転上の制限とは、安全機能を確保するために必要な機器（ポンプ等）の台数や、原子炉の状態毎に遵

守すべき温度や圧力の制限を定めているもの。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、運転上
の制限からの逸脱を宣言し、予め定められた時間内に措置を行うことが必要となる。 

以 上 
 

 

発電所名 大飯発電所１号機 発 生 日 ２０２３年２月１３日 

件  名 
大飯発電所１号機 原子炉格納容器内におけるアイスコンデンサ室冷却配管の損傷に

伴う冷媒の漏えいについて 

事象概要 
および 
対応等 

１.事象の概要 
大飯発電所１号機は廃止措置中のところ、２月１３日１５時０４分、「グリコー

ルサージタンク水位低」警報※１が発信しました。現場を確認したところ、原子炉格
納容器内で実施していた床面のコアボーリング作業において、埋設されていたアイ
スコンデンサ室冷却配管を損傷させ、グリコール※２が床面に漏えいしていることを
確認しました。 

その後、配管の弁を閉止したところ、漏えいは停止しました。 
なお、本事象による環境への放射能の影響はありません。 
 

２．推定原因 
作業準備段階において、当社の工事担当課は、埋設物の有無等を関係課に確認し

ておらず、協力会社作業員は、図面による埋設物の詳細情報の確認をしていません
でした。また、作業前には金属探査を実施し、４０ｍｍまでの浅い位置に鉄筋を確
認しましたが、その直下にある配管は確認できませんでした。 

このためボーリング範囲に当該配管が埋設されていることを認識しないまま作
業を進めた結果、ボーリング装置により配管が損傷し、グリコールが漏えいしたと
推定しました。 

 
３．対策 
 ボーリング前に関係課への埋設物の確認や図面の確認等の作業時に確認が必要
な事項をルールで明確化するとともに、当社の工事担当課に対して教育を実施しま
す。 
 また、協力会社に対しても、図面により埋設物の有無等を事前に確認すること、
および不明点等は当社の工事担当課へ確認を行うことを改めて周知します。 
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※１ グリコールサージタンクが水位低下（４３．０％）した場合、警報を発信する。 
※２ 冷媒用の薬品であり、アイスコンデンサ室内および床を冷却する用途で使用している。 

なお、希釈したものを使用しており、危険物ではない。 

以 上 

 

発電所名 高浜発電所３号機 発 生 日 ２０２３年３月１５日 

件  名 高浜発電所３号機の運転上の制限の逸脱について 

事象概要 
および 
対応等 

 
高浜発電所３号機（定格熱出力一定運転中）において、２月２８日、原子炉補機

冷却水サージタンク※１の水位の指示値が低下していることを運転員が確認しまし
た。 
 その後の調査の中で、原子炉補機冷却水冷却器※２１台から、冷却水が漏えいして
いる可能性があることを確認しました。詳細点検を行うため、当該冷却器を隔離し
たことから、３月１５日１７時００分に保安規定の運転上の制限※３を満足していな
い状態にあると判断しました。 
 その後、漏えいの可能性があるＣ原子炉補機冷却水冷却器を詳細に点検した結
果、伝熱管１本に微小な貫通穴を確認しました。 

また、当該冷却器の伝熱管全数※４について、渦流探傷検査（ＥＣＴ）※５を実施し
た結果、当該伝熱管１本を含む１０８本の伝熱管の厚さが判定基準を満足していな
いことを確認したことから、それらの伝熱管を施栓し、使用しないこととしました。 
 その後、耐圧試験や通水確認を実施し、異常がないことを確認したことから、３
月２０日２１時３０分に保安規定の運転上の制限を満足する状態に復帰しました。 
 本事象による環境への放射能の影響はありません。 
 
※１ 原子炉補機冷却水の熱変動による膨張、収縮などを緩和することで、原子炉補機冷却水ポンプ

の入口圧力を維持し、ポンプの損傷の原因となる気泡の発生を防止するための設備。 
※２ 温度上昇した原子炉補機冷却水を海水ポンプから供給された海水で冷却する熱交換器であり、

高浜発電所３号機には４台設置している。 
※３ 運転上の制限とは、安全機能を確保するために必要な機器（ポンプ等）の台数や、原子炉の状

態毎に遵守すべき温度や圧力の制限を定めているもの。一時的にこれを満足しない状態が発生
すると、運転上の制限からの逸脱を宣言し、予め定められた時間内に措置を行うことが必要と
なる。 

※４ 既施栓管を除く２，８１０本。 
※５ 高周波電流を流したコイルを、伝熱管に接近させることで対象物に渦電流を発生させ、対象物

のきず等により生じた渦電流の変化を電気信号として取り出すことできず等を検出する検査。 

以 上 

 

 

発電所名 
美浜発電所３号機 

高浜発電所１、３、４号機 
大飯発電所３、４号機 

発 生 日 ２０２３年４月２０日 

件  名 当社原子力発電所の運転上の制限の逸脱について 

事象概要 
および 
対応等 

 
美浜発電所３号機（定格熱出力一定運転中）、高浜発電所１号機（定期検査中）、

高浜発電所３、４号機（定格熱出力一定運転中）、大飯発電所３、４号機（定格熱
出力一定運転中）において、通信事業者の衛星通信回線不具合により、衛星電話（携
帯）が使用できなくなりました。 

このため、美浜発電所３号機、高浜発電所１、３および４号機、大飯発電所３、
４号機は、４月２０日１４時０５分に保安規定の運転上の制限※を満足していない
状態にあると判断しました。 

保安規定の運転上の制限を満足していない期間は、他の通信連絡設備等で代替が
可能であり、各発電所の運営に問題はありません。 
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４月２８日、通信事業者から衛星通信回線の不具合解消の連絡を受けました。 
その後、衛星電話（携帯）の通信確認を行い、異常がないことを確認したことから、
以下のとおり保安規定の運転上の制限を満足する状態に復帰しました。 
 
（保安規定の運転上の制限を満足する状態に復帰した時刻） 

美浜発電所３号機       １３時１０分 
高浜発電所１、３および４号機 １３時１０分 
大飯発電所３、４号機     １３時３０分 

 
なお、本事象による環境への放射能の影響はありません。 

 
※運転上の制限とは、安全機能を確保するために必要な機器の台数や、原子炉の状態毎に遵守すべ

き温度や圧力の制限を定めているもの。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、運転上の
制限からの逸脱を宣言し、予め定められた時間内に措置を行うことが必要となる。ただし、本事
象は、当社以外の事業者が保有する設備の故障等により運転上の制限を逸脱していることから、
予め定められた時間内に措置を行うという要求は除外される。 

以 上 

 

 

発電所名 高浜発電所３号機 発 生 日 ２０２３年４月２２日 

件  名 高浜発電所３号機の運転上の制限の逸脱について 

事象概要 
および 
対応等 

 
高浜発電所３号機（定格熱出力一定運転中）において、４月２２日１０時３２分、

「シグナルセレクタＣＨ除外※１」の警報が発信しました。 
関連パラメータを確認したところ、４系統あるＣ蒸気発生器水位計のうち、ＡＴ

ＷＳ緩和設備※２に使用している１系統の指示値が低下していることを確認しまし
た。 

Ｃ蒸気発生器を監視している他の３系統の水位計の指示値に変動はなく、水位は
安定していることから、当該水位計が動作不能であると判断し、同日１１時１０分
に保安規定の運転上の制限※３を満足していない状態にあると判断しました。 

指示値の低下が認められた当該水位計を点検した結果、水位の値を中央制御室へ
送るための伝送器が正常に動作しないことを確認しました。 

その後、当該伝送器を予備品に取り替え、健全性に問題がないことを確認したた
め、４月２５日１４時４３分に保安規定の運転上の制限を満足する状態に復帰しま
した。 

なお、プラントの運転状態に問題はなく、本件による環境への放射能の影響はあ
りません。 

 
※１ 正常なチャンネルのデータを相互比較し、他の正常なチャンネルから一定値以上離れた場合、

当該チャンネルを異常として除外する。 
※２ 異常な過度変化時において、原子炉トリップに失敗した場合に原子炉を未臨界にする設備。 
※３ 運転上の制限とは、安全機能を確保するために必要な機器の台数や、原子炉の状態毎に遵守す

べき温度や圧力の制限を定めているもの。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、運転上の制

限からの逸脱を宣言し、予め定められた時間内に措置を行うことが必要となる。 

以 上 

 

※３：保安活動向上の観点から、産官学において情報共有することが有益である事象のうち、法律に基づく報

告事象および安全協定に基づく異常時報告事象を除いたもの。 
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３．環境放射能測定調査の状況 
（１）四半期報告（２０２２年１０月～１２月） 
 

 

四半期報告（2022年 10⽉〜12⽉） 

美浜地区における当期の空間線量率連続測定の結果、 

発電所に起因する異常な変動は観測されませんでした。 
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四半期報告（2022年 10⽉〜12⽉） 

⾼浜地区における当期の空間線量率連続測定の結果、 

発電所に起因する異常な変動は観測されませんでした。 
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四半期報告（2022 年 1０⽉〜１２⽉） 

⼤飯地区における当期の空間線量率連続測定の結果、 

発電所に起因する異常な変動は観測されませんでした。 
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５．発電所の安全確保に関し、国の指示に基づき報告した事項（2022 年度 3月分まで） 

 

なし 
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